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【背景】 
 
・整備方針（第四次事業化計画）に基づき、優先整備路線等の整備を推進することにより、「都市づくりのグ   
 ランドデザイン」の目標時期である2040年代には、都市計画道路の約８割が完成する時代を迎えること 
 になる。 
 
・その一方で、優先整備路線に選定しなかった残る約２割の都市計画道路については、将来都市計画道路ネッ 
 トワークの検証を行い、その必要性を確認しているものの、事業着手までに期間を要することとなり、都市 
 計画法による建築制限が更に長期化することが想定される。 

【検討の視点】 
 
・都市計画道路は、長期的視点で都市計画決定しているものの、計画決定から相当程度の時間を経ている 
 ため、社会経済情勢や道路に対する都民ニーズの変化を踏まえ、その検証を適時適切に行っていく必要が 
 ある。 
 
・このため、東京都と特別区及び26市2町は、これまでにも事業化計画を策定し、優先整備路線を定める 
 一方で、適宜計画の見直しも行ってきており、平成28年3月に策定した整備方針（第四次事業化計画） 
 においても、将来都市計画道路ネットワークの検証、すなわち都市計画道路をつなぐことについて必要性 
 を検証した。 
 
・本検討では、この検証を前提とした上で、概成道路における拡幅整備の有効性や立体交差計画の必要性 
 など、新たに都市計画道路のつなぎ方・構造等に関する検証項目を設け、これらの計画内容を検討する。 

中間のまとめp8の表現に合わせました 
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都市計画道路の在り方検討について  ＜検討対象①＞ 

（１）優先整備路線のほか、みちづくり・まちづくりパートナー事業等の事業が予定されている路線については、本検討の対象外とする。 
   また計画内容再検討路線等についても、本検討の対象外とする。 
（２）幹線街路以外の区画街路等は対象外とする。ただし、区画街路等において都市計画変更が必要な場合には、区市町が個別に検討を行い、本検 
   討と併せて都市計画手続等を行うことも可能とする。 
（３）概成道路も含む。なお、国道及び事業中路線は対象外とする。 
（４）平成28年度以降、順次事業化を行っている。 
（５）現在検討を行っており、必要に応じて、都市計画変更手続を行う。 
（６）本検討対象のうち、立体交差、橋詰及び事業実施済み区間は、延長に計上していないものもある。 
（７）都市計画道路のうち、計画幅員までは完成していないが、現況幅員が次の幅員を満たす道路のこと。 
   ≪区部≫ 
    計画幅員15m以上の場合、現況幅員が計画の60％以上又は18m以上の道路 
    計画幅員15m未満の場合、現況幅員が８m以上の道路 
   ≪多摩地域≫ 
    現況幅員が８m以上の道路 
（８）現道がない道路、又は概成道路に至らない現道がある道路のこと。 
 

＊検討段階のものであり、未確定なデータも含まれている。 

図１ 検討対象 

 整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証で必要性が確認された路線のうち、
優先整備路線等 (1)として選定しなかった未着手の都市計画道路（幹線街路(２) ）を対象(３)とする。 

第１回検討会 

作成中 
545㎞に変更 

骨格幹線道路（国道除く）約740㎞ 

完成・ 
事業中 

約1,855km 

優先 
約220㎞ 

概成 
約240㎞ 

現道無 
約305㎞ 

広域的な道路約1,470㎞ 地域的な道路約1,150㎞ 

① 
約50km 

② 
約90km 

⑤ 
約250km 

③ 
約100㎞ 

トータル約545km 

④ 
約55㎞ 

公開 

 
 

中間のまとめp10の表-2に差替えが必要です 
 
 

中間のまとめp9冒頭の表現に合わせました 

中間のまとめp9(1)～(3)、 p10(1)～(3)注釈の 
表現に合わせました 

表１ 対象延長の内訳（６） 

 

  広域的な道路 地域的な道路 合計 

概成道路（２） 約 140㎞ 約 100㎞ 約 240㎞ 

現道無道路（３） 約 55㎞ 約 250㎞ 約 305㎞ 

合計 約 195㎞ 約 350㎞ 約 545㎞ 

（7） 

（8） 
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＊検討段階のものであり、未確定なデータも含まれている。 

都市計画道路の在り方検討について  ＜検討対象②＞ 

図２ 検討対象 

公開 

 本検討では、対象を広域的な道路と地域的な道路とに分けて検証を行う。 

 広域的な道路とは、交通や防災等の面から広域的な役割を果たす幹線道路で、現時点で、都が主な都道とし
て整備・管理が必要と考える道路をいい、地域的な道路とは、広域的な道路以外をいう。 

 

専門アドまで 
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都市計画道路の在り方検討について ＜検討フロー・検証項目＞ 

 本検討における検討フロー及び検証項目については、以下のとおりとする。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

社会情勢の変化 都市のありようの変化を記載すること 

公開 

検証項目 

大項目 小項目 

①概成道路における 
 拡幅整備の有効性の検証 

１）概成道路 

②交差部の交差方式等の検証 １）立体交差 

２）交差点拡幅部 

３）支線 

４）隅切り 

５）橋詰 

③計画重複等に関する検証 １）計画の重複 

２）事業実施済み区間 

④地域的な道路に関する検証 １）既存道路による 
  代替可能性 

【今後の検討】 
・平成29年９月に策定した「都市づくりのグランドデザイン」を踏まえ、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（都市 
 計画区域マスタープラン）」を改定する予定であり、これにより地域のまちづくりが変化することが想定。 
・そのため、地域的な道路のうち地域のまちづくりに関連する道路については、都市計画区域マスタープラン等の改定以降に、 
 その必要性を再検証する。 

 

表２ 検証項目 

図３ 検討フロー 

文章修正しました 
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≪「地域のまちづくりとの協働」の確認≫ 
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７
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別
区
検
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会
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会

副
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長
会
報
告
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長
会
報
告

第
８
回
検
討
会

支線

付加車線

橋詰等

29年度

まとめ

中間の

まとめ方針

中間の

まとめ

パブコメ

まとめ

基本方針

素案

基本方針

（案）

基本方針

特
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区
検
討
会
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定

二
定

四
定

都市計画変更手続き
（６/１） （８/１） （10/12）

（8/29）

特
別
区
検
討
会

（7/10） （11/10）

（12/20）

第５回 
◎ 

第６回 
◎ 

第７回 
◎ 

第８回 
◎ 

都市計画手続き 等 

第９回 
◎ 

・中間のまと
め（仮称）に
ついて 

・検証の考え
方について 

 

・個別箇
所の検討
について 

・基本方
針（案）
（仮称）に
ついて 

・基本方
針（仮称）
について 

                          検証の考え方   

                             個別箇所の検討※３ 

 

基
本
方
針
（仮
称
）※

2                  

策
定 

 

基
本
方
針
（案
）（仮
称
）※

２   
  

公
表 

 
 

パ
ブ
コ
メ
等 

 

 

中
間
の
ま
と
め
（仮
称
）※

１ 
 

 
 
   

公
表 

 
 

パ
ブ
コ
メ
等 

公開 

最終検討（都・区市町策定検討会議で検討） 

都が主体となり 
区市町と協働して一次検討 

区市町が主体となり 
都と協働して一次検討 

※広域的な道路とは現時点で、都が主な都道として整備・管理が必要と考える道路であり、地域的な道路とはそれ以外の道路をいう。 

広域的な道路※を対象に検討 
 
○概成道路における拡幅整備の有効性の検証 
○交差部の交差方式等の検証 
○計画重複等に関する検証 
 

地域的な道路※を対象に検討 
     
○概成道路における拡幅整備の有効性の検証 
○交差部の交差方式等の検証 
○計画重複等に関する検証 
○地域的な道路に関する検証 

都市計画変更が必要な路線 都市計画変更が必要ない路線 

一次検討主体 協議 

本検討における検討ステップについては以下のとおりとする。 赤枠を取りました⇒
復活をお願いします。
また、在り方検討の
対象を明記しました。 

今回の検討範囲 

東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針 検討対象 
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概成道路における拡幅整備の有効性の検証 

検証項目 

大項目 小項目 

①概成道路における 
 拡幅整備の有効性の検証 

１）概成道路 

②交差部の交差方式等の検証 １）立体交差 

２）交差点拡幅部 

３）支線 

４）隅切り 

５）橋詰 

③計画重複等に関する検証 １）計画の重複 

２）事業実施済み区間 

④地域的な道路に関する検証 １）既存道路による 
  代替可能性 

表３ 検証項目 

公開 

8 
＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



概成道路 ＜概成道路の定義と検証対象＞ 

概成道路とは、都市計画道路のうち、計画幅員までは完成していないが、現況幅員が次の幅員を満たす道路
のことをいう。 

 ≪区部≫ 

  計画幅員15m以上の場合、現況幅員が計画の60％以上又は18m以上の道路 

  計画幅員15m未満の場合、現況幅員が８m以上の道路 

 ≪多摩地域≫ 

  現況幅員が８m以上の道路 

都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、概成道路となっている区間を対象とする。 

 

 

公開 

図４ 概成道路のイメージ 

9 
＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



概成道路 ＜前提条件＞ 

① 概成道路の拡幅整備の有効性を検証することを目的としているため、現道に対し
て検証基準をあてはめ、現道幅員で必要な機能を満たしているかを検証する。車
線数については、各検証対象区間における計画幅員から類推される車線数とする。 

 

② 本検証は、道路構造令及び道路構造条例における横断面の各構成要素の基準幅員
の積み上げ方式とする。 

 

③  対象は幹線街路とする。片側歩道・鉄道との交差箇所付近・上水が中央に存在す
る箇所等の特殊な都市計画道路については個別に検証を行うこととする。 

 

④  原則、往復２車線道路は道路の区分として４種２級、往復４車線道路以上は４種
１級として整理する。 

 

⑤ 広域的な道路は、交差点部において付加車線を設けることを原則とする。地域的
な道路においては、路線の状況に応じて付加車線を設ける。 

 

⑥  フローに基づき検証し、地域の実情を踏まえ、各検証対象区間ごとの対応の方向   

  性を決定する。 

 
＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

公開 

部分的に文言修正しました 
⇒赤字ながた修正 
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概成道路 ＜往復2車線道路の横断面構成（単路部）＞ 

道路構造条例等を踏まえ、往復２車線道路（現道）の単路部の幅員を検証する横断面の構成要素は次のとお
りとする。 

○単路部 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

歩道部

歩道 車線 車線 歩道

車道部 歩道部

植
樹
帯

植
樹
帯

停
車
帯

停
車
帯

 
◎：必須要素 
 
○：基本的に設置する要素 
 
△：路線の状況に応じて設置 
  する要素 

＜凡例＞ 

公開 

※自転車道については、現在、社会資本整備審議会道路分科会（国土交通省）において、道路構造令における 
 自転車通行空間の規定の見直しが議論されている。本検討では、現道路構造条例等に基づき検討を進めるが、 
 今後の道路法など関連法令の改定の動向を注視しながら柔軟に対応していく。 

歩道 植樹帯
車道
（車線）

路肩・停車帯

広域的な道路 ◎ ◎ ◎ ◎

地域的な道路 ◎ △ ◎ ◎

必要性

横断要素（往復２車線）

※１ 

※１：停車帯を設置しない場合は、路肩を設置する 

歩道 植樹帯
車道
（車線）

停車帯

広域的な道路 ◎ ◎ ◎ ◎

地域的な道路 ◎ △ ◎ △

必要性

横断要素（往復２車線）
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概成道路 ＜往復2車線道路の横断面構成（交差点部）＞ 

道路構造条例等を踏まえ、往復２車線道路（現道）の交差点部の幅員を検証する横断面の構成要素は次のと
おりとする。 

○交差点部 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

 
◎：必須要素 
 
○：基本的に設置する要素 
 
△：路線の状況に応じて設置 
  する要素 

＜凡例＞ 

公開 

歩道 植樹帯
車道
（車線）

車道
（付加車線）

路肩

広域的な道路 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

地域的な道路 ◎ △ ◎ △ ◎

横断要素（往復２車線）

必要性

12 



9.0
車道部

2.75 2.5 2.75
付加車線路

肩 車線 車線 路
肩

0.5 0.5

概成道路 ＜広域的な往復2車線道路の基準幅員＞ 

 車道部の基準幅員は、交差点部も考慮して9.0mとする。 

 歩道部の基準幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4.5m、その他の道路にあっては3.0mとする。 

  
○幅員について道路構造条例等より 

＜歩道部幅員:歩行者が多い道路の場合の 
                    基準幅員＞ 

＜歩道部幅員:その他の道路の場合の 
                 基準幅員＞ 

＜車道部幅員（単路部） :基準幅員＞ ＜車道部幅員（交差点部） :基準幅員＞ 

※交差点部に付加車線を設けることから広域的な 
  往復2車線道路は基準幅員が9.0mとなる。 

3.0

2.0
1.0

植
樹
帯

歩道

歩道部

9.0
車道部

3.0 3.0
1.5

車線 車線

1.5

停
車

帯

停
車

帯

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

3.5
植
樹
帯

歩道

4.5
歩道部

1.0

公開 

※都市計画幅員15m以上の地域的な道路の2車線道路については、停車帯、交差点部の付加車線は、路線の状況に応じて設置する。 
※都市計画幅員15m未満の地域的な道路の2車線道路については、原則、車道部の基準幅員を7.0m（車線3.0m×２、路肩  
 0.5m×２）、歩道部の基準幅員を2.5m（歩道2.0m、路上施設0.5m）とし、植樹帯、停車帯、交差点部の付加車線は、路線の状況 
 に応じて設置する。 
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概成道路 ＜広域的な往復2車線道路の検証フロー＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

広域的な往復２車線道路の検証 

15.5m未満 

 道路構造条例等による検証を行った上で、視点１、視点２の地域の実情を評価し、既定計画の変更（現道
合わせ）、もしくは既定計画の存続を判断する。 

○都市計画マスタープラン  ○地区計画 
○防災まちづくり計画    ○前後区間の整備状況    など                                     
 

視点２：周辺まちづくり計画等との整合性による評価  
 
 
 

9.0m未満 

9.0m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

9.0ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

9.0m未満 

車道部の幅員 

歩道部の幅員 

9.0ｍ以上 

9.0m未満 

車道部の幅員 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

YES NO 

要検討B２ 要検討B１ 

○鉄道駅や学校等の近接などによる歩道幅員 
○無電柱化の収容空間 
○バス路線による車道部幅員 

○沿道土地利用に伴う停車需要の多寡による停車帯 
○渋滞交差点による付加車線 
○自転車走行空間              など 
         

視点１：道路構造条例等における地域の実情の評価 

道路構造条例等による現道幅員の評価 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

※歩道拡幅の要否 ※歩道幅員変更 
(歩道前出し)の要否 

公開 

フローの修正が必要です 

視点２：視点１以外の地域の実情の評価 
 
 
 
 

9.0m未満 

9.0m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

9.0ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

9.0m未満 

車道部の幅員 

歩道部の幅員 

9.0ｍ以上 

9.0m未満 

車道部の幅員 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

YES NO 

要検討B２ 要検討B１ 

視点１：道路構造条例等における地域の実情の評価 

道路構造条例等による現道幅員の検証 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

※歩道拡幅の要否 ※歩道幅員変更 
(歩道前出し)の要否 

現道幅員
の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

○歩行者交通量による歩道幅員 
 
○停車需要、路線バス交通量、自転車走行空間による停車帯幅員 
 
○交差点部の交通状況による車道幅員                         など 
            
                   

○地区計画 
 
○防災まちづくり計画     
 
○前後区間の整備状況                  など                                     
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概成道路 ＜地域的な往復2車線道路の基準幅員＞ 

 付加車線を設けない場合は、車道部の基準幅員を7.0mとする。 

 歩道部の基準幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては4.5m、その他の道路にあっては3.0mとする。 

○幅員について道路構造条例等より 

＜車道部幅員（単路部）:基準幅員＞ ※付加車線を設けない場合 

＜歩道部幅員:歩行者が多い道路の場合の 
                    基準幅員＞ 

＜歩道部幅員:その他の道路の場合の 
                 基準幅員＞ 3.0

2.0
1.0

植
樹
帯

歩道

歩道部

車道部

3.0 3.0
0.5 0.5

路
肩

路
肩

7.0

車線 車線

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

3.5
植
樹
帯

歩道

4.5
歩道部

1.0

公開 

※歩道部に植樹帯を設けない場合は、上記の植樹帯1.0mに代わり、路上施設0.5mとする。 
※付加車線を設ける場合は、車道部の基準幅員を9.0m （交差点部：車線2.75m×２、付加車線2.5m、路肩0.5m×２）とする。 
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地域の実情 

概成道路 ＜地域的な往復2車線道路の検証フロー＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

視点１：道路構造条例等による評価 

視点２：周辺まちづくり計画等 
との整合性による評価 

○都市計画マスタープラン 
○地区計画 
○防災まちづくり計画  
○前後区間の整備状況 
 
など地域の実情を考慮し評
価する 
 

現道幅員の尊重 既定計画幅員の尊重 

7.0m未満 

7.0m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

7.0ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

7.0ｍ未満 7.0m未満 

車道部の幅員 

要検討 
B２ 

7.0ｍ以上 
車道部の幅員 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

YES NO 

要検討 
B１ 

歩道部の幅員 

地域的な往復2車線道路の検証 
 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

視点２：視点１以外の地域の実情の評価 
 
 
 
 

7.0m未満 

7.0m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

7.0ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

7.0m未満 

車道部の幅員 

歩道部の幅員 

7.0ｍ以上 

7.0m未満 

車道部の幅員 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

YES NO 

要検討B２ 要検討B１ 

視点１：道路構造条例等における地域の実情の評価 

道路構造条例等による現道幅員の検証 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

※歩道拡幅の要否 ※歩道幅員変更 
(歩道前出し)の要否 

現道幅員
の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

○歩行者交通量による歩道幅員 
 
○停車需要、路線バス交通量、自転車走行空間による停車帯幅員 
 
○交差点部の交通状況による車道幅員                         など 
            
                   

○地区計画 
 
○防災まちづくり計画     
 
○前後区間の整備状況                  など                                     

 道路構造条例等による検証を行った上で、視点１、視点２の地域の実情を評価し、既定計画の変更（現道
合わせ）、もしくは既定計画の存続を判断する。 

公開 

※歩道部に植樹帯を設けない場合は、植樹帯1.0mに代わり、路上施設0.5mとする。 
※付加車線を設ける場合は、車道部の基準幅員を9.0m （交差点部：車線2.75m×２、付加車線2.5m、路肩0.5m×２）とする。 
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概成道路 ＜往復4車線道路の横断面構成（単路部）＞ 

○単路部 

 
◎：必須要素 
 
○：基本的に設置する要素 
 
△：路線の状況に応じて設置 
  する要素 

＜凡例＞ 

道路構造条例等を踏まえ、往復４車線道路（現道）の単路部の幅員を検証する横断面の構成要素は次のとお
りとする。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

歩道部

歩道 車線 車線 車線 車線 歩道

車道部 歩道部

植
樹
帯

植
樹
帯

停
車
帯

中
央
帯

停
車
帯

公開 

歩道 植樹帯
車道
（車線）

中央帯 停車帯

◎ ◎ ◎ ○ ◎必要性

横断要素（往復４車線）
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概成道路 ＜往復4車線道路の横断面構成（交差点部）＞ 

○交差点部 

 
◎：必須要素 
 
○：基本的に設置する要素 
 
△：路線の状況に応じて設置 
  する要素 

＜凡例＞ 

道路構造条例等を踏まえ、往復４車線道路（現道）の交差点部の幅員を検証する横断面の構成要素は次のと
おりとする。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

公開 

歩道 植樹帯
車道
（車線）

車道
（付加車線）

路肩

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

横断要素（往復４車線）

必要性
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車道部

3.0 3.0

15.5

0.5 0.5

2.5 3.0 3.0
路
肩

車線 車線 付加車線 車線 車線 路
肩

概成道路 ＜往復4車線道路の基準幅員＞ 

○幅員について道路構造条例等より 

＜車道部幅員（単路部）:やむを得ない場合 
                   の基準幅員＞ 

＜車道部幅員（交差点部）:やむを得ない場合の基準幅員＞ 

 車道部は、標準的な基準幅員を17.5mとし、やむを得ない場合の基準幅員を交差点部も考慮して15.5m
とする。なお、歩道部は、広域的な往復2車線道路と同じとする。 

＜車道部幅員（単路部）:標準的な基準幅員＞ 

＜車道部幅員（交差点部）:標準的な基準幅員＞ 

※交差点部に付加車線を設けることから、やむを得ない場合の往復4車線道路は、基準幅員が15.5mとなる。 

※往復４車線道路は、単路部に中央帯、停車帯を基本的に設置するため、標準的な基準幅員が17.5mとなる。 

車道部

3.25 3.25
車線 車線 車線 車線 路

肩
路
肩

0.50 0.50

3.25 3.25

14.00

車道部

3.25 3.25
車線 車線 車線 車線 路

肩
路
肩

車線

0.50 0.50

3.00 3.25 3.25

17.00

17.5
車道部

3.25 3.25 1.5 3.25 3.25
停
車
帯

1.5 1.5

車線停
車
帯

車線 車線 車線中
央
帯

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

9.0
車道部

2.75 2.5 2.75
付加車線 歩道

2.0 2.0
歩道 植

樹

帯

路

肩
車線 車線 路

肩

植

樹

帯

15.0ｍ

3.0 3.0
歩道部 歩道部

1.0 0.5 0.5 1.0

公開 
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概成道路 ＜往復4車線道路の検証フロー＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

 道路構造条例等による検証を行った上で、視点１、視点２の地域の実情を評価し、既定計画の変更（現道
合わせ）、もしくは既定計画の存続を判断する。 

往復4車線道路の検証 

○鉄道駅や学校等の近接などによる歩道幅員 
○無電柱化の収容空間 
○バス路線による車道部幅員 

 
 
 
 

 
 
 
 YES 

 
 
 
 

15.5m未満 

17.5m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 

17.5ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 

15.5m未満 

車道部の幅員 

歩道部の幅員 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 
17.5ｍ以上 

15.5m未満 
車道部の幅員 

NO NO YES 

要検討B２ 要検討B１ 要検討A 要検討A 要検討A 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

○鉄道駅や学校等の近接などによる歩道幅員 
○無電柱化の収容空間 
○バス路線による車道部幅員  
  

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

視点１：道路構造条例等における地域の実情の評価 

道路構造条例等による現道幅員の評価 

○沿道土地利用に伴う停車需要の多寡による停車帯 
○渋滞交差点による付加車線 
○自転車走行空間               など 
           
                   

視点２：周辺まちづくり計画等における地域の実情の評価 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

○都市計画マスタープラン  ○地区計画 
○防災まちづくり計画    ○前後区間の整備状況     
                             など                                     

※歩道拡幅の要否 ※歩道幅員変更 
(歩道前出し)の要否 

※車道拡幅の要否 ※歩道拡幅の要否 
※車道拡幅の要否 

※歩道拡幅の要否 
※車道拡幅の要否 

現道幅員
の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

公開 

 
 
 
 

 
 
 
 YES 

 
 
 
 

15.5m未満 

17.5m以上 

3.0ｍ未満 4.5ｍ以上 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 

17.5ｍ以上 

3.0m以上～4.5ｍ未満 

車道部の幅員 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 

15.5m未満 

車道部の幅員 

歩道部の幅員 

15.5m以上 

～17.5ｍ未満 
17.5ｍ以上 

15.5m未満 
車道部の幅員 

NO NO YES 

要検討B２ 要検討B１ 要検討A 要検討A 要検討A 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

幅員変更により歩道部 
が3.0ｍ以上になる 

視点１：道路構造条例等における地域の実情の評価 

道路構造条例等による現道幅員の評価 

視点２：視点１以外の地域の実情の評価 

既定計画の変更(現道合わせ) 既定計画の存続 

※歩道拡幅の要否 ※歩道幅員変更 
(歩道前出し)の要否 

※車道拡幅の要否 ※歩道拡幅の要否 
※車道拡幅の要否 

※歩道拡幅の要否 
※車道拡幅の要否 

現道幅員
の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

既定計画 
幅員の尊重 

○地区計画 
 
○防災まちづくり計画     
 
○前後区間の整備状況                  など                                     

○歩行者交通量による歩道幅員 

○停車需要、路線バス交通量、自転車走行空間による停車帯幅員 

○交通事故状況による中央帯設置 

○交差点部の交通状況による車道幅員                            など 
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概成道路  ＜地域の実情の各視点＞ 

 道路構造条例等を踏まえ現道幅員の評価を行った上で、以下の視点１・視点２の評価を行う。 

 

視点１： 道路構造条例等における地域の実情の評価 
 ・歩行者交通量による歩道幅員 
 ・停車需要、路線バス交通量、自転車走行空間による停車帯幅員 
 ・交通事故状況による中央帯設置 
 ・交差点部の交通状況による車道幅員 
         など地域の実情を踏まえ評価する。 
 
視点２： 視点１以外の地域の実情の評価 
 ・地区計画 
 ・防災まちづくり計画 
   ・前後区間の整備状況 
         など地域の実情を踏まえ評価する。 
  

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

公開 
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0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

平日12時間歩行者交通量 

歩行者12h計 

上位20％：3,839人/12時間(両側) 

［人/12h］ ※ 島嶼部、奥多摩町、檜原村を除く 
※ 歩道代表幅員2.0ｍ以上の区間 
※ 調査結果が０の区間は除く 

 

概成道路 ＜視点１：歩行者交通量の評価① ＞ 

 歩道幅員については、道路構造条例等に基づき、歩行者交通量が多い場合は有効幅員3.5m、それ以外の
場合を2.0mとする。 

 本検討を行うにあたっての歩行者交通量が多い場合の目安は、約4,000人/12時間(両側)以上とする。 

（参考） 

 4,000人/12時間（両側）とは、ピーク時の1時間あたりに換算すると、約５人/分（片側）である。（区
部におけるピーク率※は平均約16％）これは、おおよそ１００mで約８人程度（平均分速70ｍ/分の場
合）となる。 

  

表-   道路交通センサス(歩行者交通量) 

公開 

調査箇所 

歩
行
者
交
通
量(

人
／ 

 

時
間) 

12 

※ピーク時間交通量の12時間交通量に対する割合 
 歩道有効幅員2.0mの場合 歩道有効幅員3.5mの場合 

図5 歩行者交通量約4,000人/12時間（両側・ピーク時）の例 

歩道有効幅員約3.5m 歩道有効幅員約2.0 m 

環6(山手通り_代々木八幡駅周辺)  

3.5m  
1.0  0.75 1.0  1.0  1.0  

2.0ｍ  

参考： 
「道路構造令の解説と運用」 

参考： 
「道路構造令の解説と運用」 
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0.75 

補49(駒沢通り_学芸大学駅周辺)   

歩道有効幅員約2.0 m 環4(明治通り_三ノ輪駅周辺)   

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

平日12時間歩行者交通量 

歩行者12h計 

上位20％：3,839人/12時間(両側) 

［人/12h］ ※ 島しょ部、奥多摩町、檜原村を除く 
※ 歩道代表幅員2.0ｍ以上の区間 
※ 調査結果が０の区間は除く 

 

調査箇所 

歩
行
者
交
通
量(

人
／ 

 

時
間) 

12 

概成道路 ＜視点１：歩行者交通量の評価②＞ 

（参考） 

 歩行者交通量約4000人/12時間は、平成27年道路交通センサスによる都内の平日12時間歩行者量の上
位20％に相当。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

3.5

4.5
歩道部

1.0

植
樹

帯

歩道
3.0

2.0
1.0

植
樹
帯

歩道

歩道部

図   歩行者交通量イメージ(有効幅員3.5m) 

有効幅員4.5m 

図6 道路交通センサスによる都内の歩行者交通量 

公開 

 歩行者交通量640人/時間[両側](歩行者交通量4000人/12時間を区部のピーク率平均16％で換算) 

  ⇒おおよそ1分間に5人程度：8人/100ｍ（平均分速70ｍの場合） 

図６ 道路交通センサスによる都内の歩行者交通量 

平成27年道路交通センサスによる都内の歩行者交通量 

歩
行
者
交
通
量(

人
／
12
時
間) 

調査箇所 

歩
行
者
交
通
量(

人
／
12
時
間) 

調査箇所 
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概成道路 ＜視点１：停車需要及び自転車走行空間の評価＞ 

 停車帯については、停車需要及び自転車走行空間を考慮し、幅員1.5mを確保することを基本とする。 

区分 12時間合計(台/12h) 片側1時間合計(台/h) バス混入率(％) 

区部(82箇所) 474 20 3.6 

多摩部(128箇所) 231 9.5 3.3 

東京都内(210箇所) 349 14.5 3.5 

表-   バス交通量の断面合計(80％タイル値) 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

図-   道路交通センサス(バス交通量) 図-   道路交通センサス(バス交通量) 

区部(82箇所) 多摩地域(182箇所) 

474台/12h 
(片側約20台/12h) 

80％ 

231台/12h 
(片側約9.5台/12h) 

80％ 

歩道部3.0m 車道部 

バスベイ3.0m 

通行及び滞留 
    3.0m 

停車帯2.0m 

歩道部 車道部 

停車帯2.0m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

＜停車帯の幅員のイメージ＞   

車道部 歩道部 

停車帯0.5m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

路肩0.5m 停車帯1.5m 

車道部 歩道部 

路肩0.5m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

停車帯幅員の縮小値1.5ｍは乗用車の停車を考慮。 
大型車の停車が多い場合には標準値2.5mを採用するか否かを検討。 

図7 路肩(0.5m)のイメージ 図8 停車帯(1.5m)のイメージ 

停車帯1.5m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

図9 停車帯(1.5m)の自転車 
   走行空間のイメージ 

公開 
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概成道路 ＜視点１：路線バス交通量の評価①＞ 

 路線バス交通量が多い場合、本線の交通流動が阻害されないようにするため、停車帯の幅員は 

   2.0ｍ以上とする。 

区分 12時間合計(台/12h) 片側1時間合計(台/h) バス混入率(％) 

区部(82箇所) 474 20 3.6 

多摩部(128箇所) 231 9.5 3.3 

東京都内(210箇所) 349 14.5 3.5 

表-   バス交通量の断面合計(80％タイル値) 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

図-   道路交通センサス(バス交通量) 図-   道路交通センサス(バス交通量) 

区部(82箇所) 多摩地域(182箇所) 

474台/12h 
(片側約20台/12h) 

80％ 

231台/12h 
(片側約9.5台/12h) 

80％ 

＜バス停留所の幅員のイメージ＞   

歩道部3.0m 車道部 

バスベイ3.0m 

通行及び滞留 
    3.0m 

停車帯2.0m 

歩道部 車道部 

停車帯2.0m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

車道部 歩道部 

停車帯0.5m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

公開 

停車帯1.5m 

車道部 歩道部 

停車帯1.5m 

図10 停車帯(1.5m)のイメージ 

歩道部 車道部 

停車帯2.0m以上 

図11 停車帯(2.0m以上)のイメージ 

停車帯幅員2.0m 

歩道部3.0m 車道部 

バスベイ3.0m 

 滞留 
0.75m 

停車帯2.0m 

参考：道路の移動等円滑化整備ガイドライン 

有効幅員 
 2.0m 

5.0m 
図20 停車帯(2.0m)のイメージ 

停車帯2.0m以上 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

0

200

400

600

800

1000

1200

平日12時間バス交通量 

バス12h計 

上位20％：400台/12時間(両側) 

［台/12h］ ※ 島しょ部、奥多摩町、檜原村を除く 
※ 調査結果が０の区間は除く 

図12 道路交通センサスによる都内のバス交通量 

調査箇所 

概成道路 ＜視点１：路線バス交通量の評価②＞ 

 本検討を行うにあたっての路線バスの交通量が多い場合の目安は、本線の交通流に影響を与えない程度と
して、バス交通量（両側）約400台/12時間（おおよそ片側３～4分に1台程度）とする。 

 
 

区分 12時間合計(台/12h) 片側1時間合計(台/h) バス混入率(％) 

区部(82箇所) 474 20 3.6 

多摩部(128箇所) 231 9.5 3.3 

東京都内(210箇所) 349 14.5 3.5 

表-   バス交通量の断面合計(80％タイル値) 

図-   道路交通センサス(バス交通量) 図-   道路交通センサス(バス交通量) 

区部(82箇所) 多摩地域(182箇所) 

474台/12h 
(片側約20台/12h) 

80％ 

231台/12h 
(片側約9.5台/12h) 

80％ 

凡例 
12時間合計 
1時間ピーク 

公開 

平成27年道路交通センサスによる都内のバス交通量 

(参考) 
バス交通量約400台/12時間は平成27年道路交通センサスによる都内の平日12時間バス交通量の上位20％に相当。 

バ
ス
交
通
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台
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時
間) 

12 

調査箇所 
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台
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時
間) 

調査箇所 

バ
ス
交
通
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台
／ 

時
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12 12 

都・区市町策定検討会議 
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概成道路 ＜視点１：中央帯設置に関わる交通事故状況＞ 

 往復4車線道路については、安全かつ円滑な交通を確保するため、中央帯(幅員1.5m)を確保することを基
本とする。 

 なお、現況で中央帯を設置していない往復４車線道路については、中央帯がないことによる衝突事故・乱
横断事故の発生状況を交通事故発生マップ(警視庁)等により確認し、これらの事故が少ない場合は、中央
帯を確保しないものとして評価する。 

図15 交通事故発生マップ（引用：警視庁HP) 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

図13 中央帯がないことによる事故のイメージ 

歩道部 
車道部 

歩道部 

公開 
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概成道路 ＜視点２：防災まちづくり計画の評価＞ 

 対象の概成道路が、防災都市づくり推進計画の延焼遮断帯に位置づけられており、延焼遮断帯が未形成の
路線（区間）の場合には、既定計画の存続とする。 

 
   

広域的な道路 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

地域的な道路 ◎ △ ◎ △ ◎ △

路肩 自転車道
※2

必要性

車道
(付加車線)

歩道
※1

構成要素(往復2車線) 植樹帯
車道

(車線)
車道部歩道部 歩道部

路
肩

植
樹

帯

歩道歩道 植
樹

帯

路
肩 車線 車線付加車線

例：日野3・4・12など 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

図14 延焼遮断帯の形成（引用：防災都市づくり推進計画） 

公開 

不燃化率：(B/A)×100％  B：耐火建築物建築面積＋準耐火建築物建築面積×0.8  A：全建築物建築面積 
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概成道路 ＜視点２：前後区間の整備状況の評価＞ 

 対象の概成道路が、整備済区間等に挟まれている未着手区間であり、線形、歩行者空間及び交差点部の視
距の確保等の観点から、渋滞解消や安全性の向上を図る必要がある場合は、既定計画の存続とする。 

 

広域的な道路 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ △

地域的な道路 ◎ △ ◎ △ ◎ △

路肩 自転車道
※2

必要性

車道
(付加車線)

歩道
※1

構成要素(往復2車線) 植樹帯
車道

(車線)

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

車道部歩道部 歩道部

路
肩

植
樹

帯

歩道歩道 植
樹

帯

路
肩 車線 車線付加車線

例：日野3・4・12など 

15項目の理由よりフィードバック 

例：補235(練馬区)など 

放射第32号線 

未着手区間 整備済区間 整備済区間 

歩道部 

車道部 

歩道部 

都市計画幅員 

現況幅員 

都市計画線 

都市計画線 

図15 前後区間の整備状況のイメージ 

公開 
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交差部の交差方式等の検証 

検証項目 

大項目 小項目 

①概成道路における 
 拡幅整備の有効性の検証 

１）概成道路 

②交差部の交差方式等の検証 １）立体交差 

２）交差点拡幅部 

３）支線 

４）隅切り 

５）橋詰 

③計画重複等に関する検証 １）計画の重複 

２）事業実施済み区間 

④地域的な道路に関する検証 １）既存道路による 
  代替可能性 

表４ 検証項目 

公開 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



立体交差  ＜立体交差の機能と検証対象＞   

※検討段階のものであり、未確定なデータも含まれている。 

 都市計画道路と都市計画道路との立体交差（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、立体交差の構
造物が未着手の箇所を対象とする。 

 その機能としては、円滑な交通の確保及び速達性の向上が挙げられる。 

  

差し替え予定 

差し替え予定 
図16 立体交差（オーバーパス）のイメージ 図17 立体交差（アンダーパス）のイメージ 

公開 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



立体交差 ＜都市づくりのグランドデザイン＞   

【「都市づくりのグランドデザイン」より引用】 
≪交流・連携・挑戦の都市構造≫ 
 この都市構造では、環状メガロポリス構造で重視した道路ネットワークを更に強化・活用するとともに、東
京の大きな強みの１つである網の目の鉄道ネットワークも充実・活用し、「自由自在な移動と交流」を支える。 
 また、空港・港湾機能を一層強化することで、東京圏にとどまらず、国内外を視野に入れ、「交流・連携・
挑戦」を促進していく。 
 これらの道路・交通ネットワークの発達等による時間距離の短縮を踏まえ、従来の環状メガロポリス構造よ
りも広い圏域も視野に入れ、産業や観光など、様々な分野における交流・連携の強化を図る。 
 

図18 交流・連携・挑戦の都市構造（引用：都市づくりのグランドデザイン） 
＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

公開 
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立体交差 ＜都市間連携に資する幹線道路①＞ 

成田 

柏 

土浦・つくば・
牛久 

春日部・
越谷 

さいたま 

川越 

熊谷 

千葉 
木更津 

横浜・ 
川崎 

相模原・ 
厚木 

厚木 

品川線のにょろをわすれないこと！！ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 
図19 都市間連携に資する幹線道路 

事前送付時 

３日VER 

都市計画道路 

中央環状線 

中央環状線内の高速道路 

都市間連携に資する幹線道路 

追加 

公開 

 「交流・連携・挑戦の都市構造」の実現に向けて、都内の道路を対象に「都市間連携に資する幹線道路」
を下図のとおりに定め、この幹線道路に位置する立体交差計画※は存続とする。 

※立体交差計画において従道路が「都市間連携に資する幹線道路」に位置する場合も含む 
 
 

『都市間連携に資する幹線道路』：都市間を連携するなど、主要な交通機能を担う国道及び原則4車線以上の       
                幹線道路とする。 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

立体交差 ＜都市間連携に資する幹線道路②（中央環状線内側について）＞ 

 都内における全道路の走行台キロに対する高速道路の走行台キロが占める割合は、中央環状線内側は外側
に比べ高い。 

 都内における都市高速道路は、自動車交通の混雑緩和や一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一
般街路と分離した平面交差のない自動車専用道路である。特に中央環状線内側の都市高速道路は、幹線街
路にも期待される速達性などの機能の一部を担っている面が強い。 

 ⇒中央環状線内の都市高速道路は、「都市間連携に資する幹線道路」に相当する役割を持っているため、 
  中央環状線内側の幹線街路（国道除く）は、「都市間連携に資する幹線道路」としない。 

品川線のにょろをわすれないこと！！ 

中央環状線 

都心環状線 

湾岸線 

図20 都内における都市高速道路 

69.0 

54.8 

31.0 

45.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中央環状線外側 

中央環状線内側 

（中環含む） 

一般道 

自動車専用道路 

図21 区部における中央環状線内側・外側における走行台キロ 

■平成27年度道路交通センサスを使用  

中央環状線 

都心環状線 

湾岸線 

公開 
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立体交差 ＜立体交差の検証フロー＞  

立体交差計画の存続 立体交差計画の変更 
（立体交差部分の幅員の検討） 

平面交差点では、円滑な交通処理ができない可能性がある 

今後事業化を検討して 
いく際にあわせて 

立体交差計画の要否を検証 

立体交差検証対象   

該当する 

該当する 該当しない 

※１：環七外に位置する多摩南北主要５路線（八王子村山線・立川東大和線、府中所沢線・鎌倉街道線、府中清瀬線、調布保谷線） 
   、多摩東西主要４路線（新青梅街道、新五日市街道、東八道路、新奥多摩街道）等※２の広域的な機能を担う路線 
※２：放３５・放３６、南多摩尾根幹線を含む 
 

該当しない 

該当しない 

該当する 
地形、鉄道等他の施設との関連等から立体交差化が必要な箇所 

  
都市間連携に資する幹線道路 

※立体交差計画において従道路が「都市間連携に資する幹線道路」の場合も含む 

 

※３ 

該当しない 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

注 優先整備路線に含まれる立体交差については、事業化時に今回の検討フローと同様の検討を行い、必要な場合には都市計画変更を行う。 

公開 
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交差点拡幅部 ＜交差点拡幅部の機能と検証対象＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

※
 

 交差点拡幅部とは、右 (左)折車線の設置を考慮した、交差点部における付加車線用の拡幅部である。 

 右（左）折交通が特に多い場合や、右（左）折車及び右（左）折の流出部の歩行者がともに多い場合な
ど、交通処理のため右 (左)折車線の設置が必要とされる交差点において、単路部の標準幅員では不足して
いる箇所に計画されている。 

 都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、交差点拡幅部が未着手の箇所を対象とす
る。 

A 

A 

B 

B 

[A-A風車：完成] 
[B-B 風車：未完成] 

車道部

路

肩

植

樹
帯

歩道付加車線歩道 植

樹
帯

路

肩 車線 車線

歩道部 歩道部
車道部

車線 付加車線 車線 路
肩

植

樹
帯

歩道歩道 植

樹
帯

路
肩
付加車線

歩道部 歩道部

図22 交差点拡幅部のイメージ 

交差点拡幅部 

交差点拡幅部 

公開 
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交差点拡幅部 ＜検証方法①＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

※
 

単路部が現道無区間
で 

風車が未整備の箇所 

 交差点拡幅部が位置する交差点において、現道無道路が存在する場合については、今後事業化を検討して
いく際にあわせて要否を検証していくこととする。 

 

[4車線：縮小値] 

[交差点拡幅部が位置する交差点において、現道無道路が存在する場合] 

都市計画幅員 

現道無区間 

今後事業化を検討していく際にあわせて要否を検証  

図23 交差点拡幅部が位置する交差点において現道無道路が存在する場合 

公開 
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交差点拡幅部 ＜検証方法②＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

※
 

単路部が現道無区間
で 

風車が未整備の箇所 

 交差点拡幅部が位置する交差点において、交差する道路を含む全ての単路部が完成の場合については、道
路線形や車両軌跡などの交通流動、歩行者通行の安全性、渋滞箇所など交差点処理の円滑化の視点から検
証する。 

[4車線：縮小値] 

[交差点拡幅部が位置する交差点において 
 交差する道路を含む全ての単路部が完成の場合] 

[交差点拡幅部の計画変更] 

現道幅員 

現道幅員 

都市計画幅員 

図24 交差点拡幅部が位置する交差点において交差する道路を含む全ての単路部が完成の場合 

現道幅員 

都市計画幅員 

[今後事業化を検討していく際 
 にあわせて要否を検討 ] 

[交差点拡幅部の計画存続] 

公開 
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今後事業化を検討していく 
際にあわせて要否を検証 

  

[交差点拡幅部の計画変更] 

現道幅員 

[交差点拡幅部の計画存続] 



交差点拡幅部 ＜検証方法③＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

※
 

 交差点拡幅部が位置する交差点において、概成道路の単路部が存在する場合については、拡幅整備の有効
性の検証の結果、１枝でも既定計画の存続の場合、交差点拡幅部の都市計画区域は今後事業化を検討して
いく際にあわせて要否を検証する。 

 交差点拡幅部が位置する交差点において、概成道路の単路部が存在する場合については、拡幅整備の有効
性の検証の結果、全て既定計画の変更(現道合わせ)の場合、交差点拡幅部について道路線形や車両軌跡な
どの交通流動、歩行者通行の安全性、渋滞箇所など交差点処理の円滑化の視点から検証する。 

 

[4車線：縮小値] 

図25 交差点拡幅部が位置する交差点において概成道路の単路部が存在する場合 

[交差点拡幅部の計画変更] 

現道幅員 

 
今後事業化を検討していく
際にあわせて要否を検証 

  

[交差点拡幅部が位置する交差点において 
        概成道路の単路部が存在する場合] 

現道幅員 

概成区間 

都市計画幅員 

公開 
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交差点拡幅部 ＜交差点拡幅部の検証フロー＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

※
 

③交差点拡幅部が位置する交差点に
おいて概成道路の単路部が存在する 
場合 
 

 

  

交差点拡幅部 
計画の存続 

概成道路の拡幅整備の有効性の検証 交通処理のための必要性、道路線形
や車両軌跡などの交通流動、及び歩
行者通行の安全性などの地域の実情
も踏まえ検証 

今後事業化を検討していく
際にあわせて交差点拡幅部

計画の要否を検証  

②交差点拡幅部が位置する交差点 
において交差する道路を含む全て 
の単路部が完成の場合 

今後事業化を検討していく
際にあわせて交差点拡幅部

計画の要否を検証  

 

  
①交差点拡幅部が位置する 
交差点において現道無道路 
が存在する場合 
 

単路部が 
既定計画の変更(現道合わせ) 
の場合 

 

  

単路部が 
既定計画の存続 
の場合 

交差点拡幅部 
計画の変更  

交差点拡幅部検証対象   

交差点拡幅部 
計画の変更  

公開 

 

  

交通処理のための必要性、道 
路線形や車両軌跡などの交通 
流動、及び歩行者通行の安全 
性などの地域の実情も踏まえ 
検証 
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支線 ＜支線の機能と検証対象＞  

 支線は、その機能により、以下２つに分類できる。 

 ①都市計画道路同士の交差部において、地形や道路網の形状などの条件により計画されている支線 

 ②幹線街路の機能を補完するために計画されている支線   

 都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、支線が未着手※の箇所を対象とする。 

  ※現在まちづくりの検討を行っている支線、及び他の計画と関連する支線は対象外とする。 

 

  

図26 地形や道路網の形状などの条件から安全な交差構造とする支線のイメージ 

皇居 

八王子駅 

支線

公開 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



支線 ＜支線の検証フロー＞ 

支線検証対象   

①地形や道路網の形状などの条件から、 

 安全な交差構造とする機能 

 

 

 

②幹線街路の交通機能・市街地形成機能
等を補完する機能 

 

 

 周囲の地形状況、交通動線、 

本線の整備状況を踏まえ 

個別に検証を行う 

 

 
ⅰ)概成道路の拡幅整備の有効性の検証  

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

支線の存続 

支線の変更 
または廃止 

今後事業化を検討していく
際にあわせて支線計画の 

要否を検証  
支線計画の存続 支線計画の変更または廃止 

公開 

 
ⅱ)地域的な道路に関する検証 
 （既存道路による代替可能性の検証） 

 
※広域的な道路については、基本的に存続とす  
 るが、概成道路については、ⅰについて検証   
 を行う。 
※地域的な道路の概成道路については、ⅰ及び 
 ⅱについて検証し、地域的な道路の現道無道 
 路については、ⅱについて検証を行う。 
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橋詰  ＜橋詰の機能と検証対象＞ 

＊検討段階のものであり、未確定なデータも含まれている。 

白鬚橋 駒形橋  橋詰とは、主に橋の架け替え用地、災害時の一時避難場所、材料置き場・交番等の敷地として使用するた
めの空間として、関東大震災後の復興事業で制度化されたものである。 

 戦災復興計画においても、橋詰には十分な広場を設けることとされていたが、昭和33年に旧道路構造令と
旧街路構造令が統合された新しい道路構造令には、橋詰に関する規定はなくなった。 

 東京都においても、昭和39年及び41年の都市計画道路の再検討以降、原則として橋詰は都市計画として
計画決定されなくなった。 

 橋詰が計画された橋梁は、約130橋梁あるが、そのうち約９割は完成している。橋詰が完成した箇所は、
橋の架け替え用地のほか、交番、トイレ、防災倉庫等の施設用地として使われている。 

 都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、橋詰が未着手※の箇所を対象とする。 

  ※橋詰が道路区域等になっている箇所は対象外とする。 

 

 

図27 橋詰のイメージ 

公開 

K O B A N
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橋詰  ＜橋詰の基本的な考え方＞ 

 橋詰は、震災復興都市計画等により都市計画決定されたが、その後、道路構造令に橋詰の記載がなくなった  
   ことから、現在、新たな都市計画決定は行っていない。 
 橋詰が未着手の箇所については、このような状況を考慮し、橋の架け替え等のための用地として必要かを改   
   めて確認し、橋詰の計画の要否を検証する。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

【参考】都市計画変更の具体例：道路区域に合わせ都市計画変更 

道路区域 

道路区域 

① 
橋詰の都市計画区域 
の全てが道路区域等 
でない場合 

② 
橋詰の都市計画区域 
の一部が道路区域等 
でない場合 

公開 
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橋詰 ＜橋詰の検証フロー＞  

 
今後事業化を検討していく際に 

橋詰計画の要否を検証 
 

橋梁未着手※ 

 
 

橋詰計画の変更 
 
 

架け替え用地等 
としての必要性 
のチェック 

橋詰検証対象 

橋梁完成 
又は橋梁概成 

手持ち 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

橋梁の整備状況 

既定計画の存続 
 

0橋梁(暫定) 

公開 
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※橋梁部の幅員が概成に満たない橋梁を含む 



計画重複等に関する検証 

検証項目 

大項目 小項目 

①概成道路における 
 拡幅整備の有効性の検証 

１）概成道路 

②交差部の交差方式等の検証 １）立体交差 

２）交差点拡幅部 

３）支線 

４）隅切り 

５）橋詰 

③計画重複等に関する検証 １）計画の重複 

２）事業実施済み区間 

④地域的な道路に関する検証 １）既存道路による 
  代替可能性 

表５ 検証項目 

公開 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



計画の重複 ＜都市計画公園等との重複と検証対象＞ 

 都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、都市計画公園等と計画が重複している箇所
を対象とする。 

 計画決定されている都市計画道路の中には、都市計画公園・都市計画緑地・都市計画墓園（以下「都市計
画公園等」という。）と計画が重複している箇所がある。 

  

公開 

図28 都市計画道路と都市計画公園等が重複しているイメージ 

開園区域 

未開園区域 

47 
＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



計画の重複 ＜都市計画公園等との重複について＞ 

①都市計画公園区域等の変更  

石神井公園 

都市計画公園区域 

追加区域 

削除区域 

公園変更のみのイメージ図 

図７ 断面イメージ 

道路区域 

公園区域 

都市計画道路 
都市計画線 

緑化道路区域 

都市計画公園 
都市計画線 

重複 
都市計画道路 

都市計画公園 

区市町(同行政区域内) 

都市計画公園等 

都市計画道路 
地区計画 

①－１）都市施設 

①－２）都市施設 

②地区施設 ③緑化道路 

区市町(同行政区域内) 

※ただし、失われる機能の内容や規模等を考慮し、慎重に手法を検討する必要があ
る。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

案２ 

都市計画公園等と都市計画道路(在り方検討対象)が重複している箇所   

番号 都市計画公園等 都市計画道路 

区‐○ ○○公園 補助第○○号線 

区‐× ××公園 補助第××号線 

区‐△ △△公園 補助第△△号線 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

＜アウトプットイメージ＞ 

①都市計画道路を変更する箇所 ②都市計画公園等を変更する箇所 ③今後調整が必要な箇所 
 

１）史跡・名勝と調整が必要な     
  箇所 
 
２）鉄道・調節池との重複で道   
  路構造を変更する箇所 

 都市計画公園等との重複については以下のとおり分類する。 

公開 
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計画の重複 ＜都市計画公園等との重複について（都市計画道路を変更する箇所）＞ 

①都市計画公園区域等の変更  

石神井公園 

都市計画公園区域 

追加区域 

削除区域 

公園変更のみのイメージ図 

図７ 断面イメージ 

道路区域 

公園区域 

都市計画道路 
都市計画線 

緑化道路区域 

都市計画公園 
都市計画線 

重複 
都市計画道路 

都市計画公園 

区市町(同行政区域内) 

都市計画公園等 

都市計画道路 
地区計画 

①－１）都市施設 

①－２）都市施設 

②地区施設 ③緑化道路 

区市町(同行政区域内) 

※ただし、失われる機能の内容や規模等を考慮し、慎重に手法を検討する必要があ
る。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

案２ 

※都市計画公園等の機能とは、主にレクリエーション機能、防災機能、環境保全機能及び景観形成機能のことを指す。 
 

 

① 都市計画道路(在り方検討対象)を変更する箇所について 

 ・都市計画道路の在り方検討において、都市計画道路(在り方検討対象)が既定計画の変更となる箇所について、都 

  市計画公園等の機能※を確保することとする。  

 ・本検討では、以下のとおり方向性を示す。 

  『都市計画公園等は、都市計画変更を行わない。重複する都市計画道路については、双方の事業化に支障となら   

  ないよう進捗状況にあわせ、都市計画変更を行う方針とする。 』 

   

都市計画公園等と都市計画道路(在り方検討対象)が重複している箇所   

都市計画公園等と重複している都市計画道路を都市計画変更 

都市計画道路の在り方検討 

番号 都市計画公園等 都市計画道路 

区‐○ ○○公園 補助第○○号線 

区‐× ××公園 補助第××号線 

区‐△ △△公園 補助第△△号線 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

＜アウトプットイメージ＞ 

公開 
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計画の重複 ＜都市計画公園等との重複について（都市計画公園等を変更する箇所）＞ 

①都市計画公園区域等の変更  

石神井公園 

都市計画公園区域 

追加区域 

削除区域 

公園変更のみのイメージ図 

図７ 断面イメージ 

道路区域 

公園区域 

都市計画道路 
都市計画線 

緑化道路区域 

都市計画公園 
都市計画線 

重複 
都市計画道路 

都市計画公園 

区市町(同行政区域内) 

都市計画公園等 

都市計画道路 
地区計画 

①－１）都市施設 

①－２）都市施設 

②地区施設 ③緑化道路 

区市町(同行政区域内) 

※ただし、失われる機能の内容や規模等を考慮し、慎重に手法を検討する必要があ
る。 

※都市計画公園等の機能とは、主にレクリエーション機能、防災機能、環境保全機能及び景観形成機能のことを指す。 
 

 ＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

案２ 

② 都市計画公園等を変更する箇所について 

 ・都市計画道路(在り方検討対象)は都市計画道路ネットワーク検証で必要性が確認されていることと、交通機能、 

  市街地形成機能、防災機能、空間機能を担うこと、道路線形の連続性や立体化による周辺への影響等を考慮し、  

  道路機能を確保することとする。  

 ・本検討では、以下のとおり方向性を示す。 

  『都市計画道路は、都市計画変更を行わない。重複する都市計画公園等については、双方の事業化の支障となら 

  ないよう、進捗状況にあわせ、都市計画変更を行う方針とする。』 

   

都市計画公園等と都市計画道路(在り方検討対象)が重複している箇所   

都市計画道路と重複している都市計画公園等を都市計画変更 
 ・都市計画公園等については、原則、都市計画区域マスタープランや緑の基本計画等の上位計画との整合を図るとともに、  
  当該公園に必要な機能※ の確保を前提に、都市計画道路との重複も解消するなどの都市計画変更を個別に行う。 

都市計画道路の在り方検討 

＜アウトプットイメージ＞ 
番号 都市計画公園等 都市計画道路 

区‐○ ○○公園 補助第○○号線 

区‐× ××公園 補助第××号線 

区‐△ △△公園 補助第△△号線 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

公開 
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計画の重複 ＜都市計画公園等との重複について（今後調整が必要な箇所）＞ 

①都市計画公園区域等の変更  

石神井公園 

都市計画公園区域 

追加区域 

削除区域 

公園変更のみのイメージ図 

図７ 断面イメージ 

区市町(同行政区域内) 

都市計画公園等 

都市計画道路 
地区計画 

①－１）都市施設 

①－２）都市施設 

②地区施設 ③緑化道路 

区市町(同行政区域内) 

※ただし、失われる機能の内容や規模等を考慮し、慎重に手法を検討する必要があ
る。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

案２ 

③ 今後調整が必要な箇所について 

 ・計画区域内に史跡・名勝、鉄道・調整池がある都市計画公園等については、都市計画道路の機能を確保すること 

  によって史跡・名勝の保存、鉄道・調整池の機能に影響を及ぼす可能性があるため、関連部署との協議をした上 

  で、双方の都市計画の方針を決定する。 

 ・本検討では、以下のとおり方向性を示す。 

  『史跡・名勝、鉄道・調整池がある都市計画公園等の都市計画道路との重複については、双方の事業化に支障と 

  ならないよう進捗状況にあわせ、史跡・名勝、鉄道・調整池に関連する部署と協議し、都市計画変更を行う方針 

  とする。』 

都市計画公園等と都市計画道路(在り方検討対象)が重複している箇所   

史跡・名勝、鉄道・調整池の関連部署との協議を経て、都市計画変更 

都市計画道路の在り方検討 

＜アウトプットイメージ＞ 

公開 

番号 都市計画公園等 都市計画道路 

区‐○ ○○公園 補助第○○号線 

区‐× ××公園 補助第××号線 

区‐△ △△公園 補助第△△号線 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 
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 都市計画事業以外の手法で、既に事業が実施された区間について、現道の道路幅員が都市計画道路幅員と
ほぼ同じであるものの、現道の道路区域が都市計画道路区域と一致していない区間がある。これらの区間
を、事業実施済み区間と定義する。 

 事業実施済み区間は、都市計画決定以前から道路が存在していた場合や、地形に合わせて整備を実施した
場合に見られる。 

 都市計画事業以外の手法により、都市計画道路区域と異なる道路線形で事業が実施された区間を検証対象
とする。 

 当該区間が道路構造条例等を満たしているかを考慮するとともに、安全かつ円滑な交通が確保されている
かなどの地域の実情も踏まえ、現道に合わせて都市計画変更をするかを検証する。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

他自治体の事例を掲載予定 

図29 事業実施済み区間のイメージ 

事業実施済み区間 ＜検証対象と基本的な考え方＞  

都市計画線 

公開 
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地域的な道路に関する検証 

検証項目 

大項目 小項目 

①概成道路における 
 拡幅整備の有効性の検証 

１）概成道路 

②交差部の交差方式等の検証 １）立体交差 

２）交差点拡幅部 

３）支線 

４）隅切り 

５）橋詰 

③計画重複等に関する検証 １）計画の重複 

２）事業実施済み区間 

④地域的な道路に関する検証 １）既存道路による 
  代替可能性 

表6 検証項目 

公開 

公開 
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＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 



既存道路による代替可能性 ＜検証対象と基本的な考え方＞ 

 都市計画道路（事業中及び優先整備路線等を除く。）のうち、未着手の地域的な道路を対象とする。 
 地域的な道路における未着手の都市計画道路の近傍にある都市計画道路以外の道路について、対象の都市

計画道路との位置関係を考慮するとともに、都市計画道路に求められている機能を代替できるかを、地域
の交通・まちづくり状況・都市計画道路ネットワークの連続性等、地域の実情も踏まえて検証する。 

  ただし以下の条件を満たすものとし、総合的に評価することとする。 

 同じ都市計画道路を結ぶ道路である。 

 地域的な道路における概成道路の基準幅員に準じ、候補となる代替路は原則として以下の通りとする。 

  ①現況の総幅員が12.0ｍ以上 

  ②幅員構成は、車道部が7.0m以上かつ歩道部が2.5m以上 

  ※ただし、現況の総幅員が12.0ｍ以上あり、整備により車道部が7.0ｍ以上かつ歩道部が2.5m以上確保 

   できる道路も検討対象とする。 

  ※交差点部における付加車線の要否についても個別に検討する。 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

具体例など 

7.0
車道部

3.0 3.0
車線 車線 路

肩
歩道歩道 路

肩

2.5 2.5
0.5 0.5

歩道部

12.0ｍ

2.5 2.5

12.0ｍ

2.5 7.0 2.5
車道部

2.5 3.0 3.0 2.5
0.5

歩道部

0.5

歩道 路

肩
車線 車線 路

肩
歩道

歩道部

机上配布資料 

図30 既存道路による代替のイメージ
（代替路） 

図31 都市計画道路が持つ機能 

公開 

図32 地域的な道路 基準幅員 
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(参考)用途地域の考え方について＜土地利用調査特別委員会 中間報告＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

公開 

 平成30年９月５日の東京都都市計画審議会において、土地利用調査特別委員会から「東京における土地利
用に関する基本方針について（都市づくりのグランドデザインを踏まえた土地利用のあり方）」について
中間報告があった。 

  
【中間報告より抜粋】 
 優先整備路線以外の未着手の都市計画道路の在り方の検討などの結果、都市計画道路の廃止・幅員縮小・線
形変更を行う場合は、沿道市街地の将来像や地域の実情を踏まえ、都市計画道路沿道の用途地域等の適切な見
直しなどを行う必要がある。 

 ＜イメージ＞現道に合わせて都市計画道路の変更を行う事例 
 

都市計画道路 都市計画道路 

都市計画道路沿道の 
用途地域 

都市計画道路沿道の 
用途地域 

「第4回土地利用調査特別委員会 資料４ 第３回土地利用調査特別委員会の意見等に関する補足資料」より引用 
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  ※１ 在り方検討の視点・検証項目・具体的な検証事項を記載 
 ※２ 個々の路線についての計画変更等の対応方針を記載  
 ※３ 個別の検討に先立ち検討主体について調整を行う 

平成30年度 
平成31年度以降 

４～６月 ７～９月 10～12月 １～３月 

 検討会・検討会議 

(1)拡幅整備における拡幅整備の有効性の検証  
≪概成道路≫ 

 
 
(2)交差部の交差方式等の検証 
≪立体交差・交差点拡幅部・支線・隅切り・橋詰≫ 
 
 

（3)計画重複等に関する検証 
≪計画の重複・事業実施済み区間≫ 

(4)地域的な道路に関する検証 
≪既存道路による代替可能性の検証≫ 
 

 
 

関連計画への影響確認 

≪用途地域等≫ 
 
 

今後の検討スケジュール  ＜検討スケジュール＞ 

＊検討段階のものであり、今後の議論を踏まえて変更となる可能性がある。 

都議会
都市計画審議会

関係者調整
その他

都議会

関係者調整
その他

10月～12月

在り方検討会議
公表

1月～3月 4月～６月 7月～9月7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～６月 7月～9月

備考

在り方検討会議
公表

平成29年度 平成30年度 平成31年度
4月～６月

4月～６月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～６月 7月～9月

1月～3月 備考

第四次事業化計画　２年目 第四次事業化計画　３年目 第四次事業化計画　４年目

都市計画道路の在り方検討スケジュール（案）
平成29年度 平成30年度 平成31年度

4月～６月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 10月～12月 1月～3月

10月～12月

第
１
回
検
討
会

第
２
回
検
討
会

第
３
回
検
討
会

第
４
回
検
討
会

中
間
の
ま
と
め

第
５
回
検
討
会

第
６
回
検
討
会

基
本
方
針
（
案
）

第
７
回
検
討
会

パ
ブ
コ
メ

パ
ブ
コ
メ

2
月
審

四
定

三
定

一
定

基
本
方
針

月
審

11 5
月
審

現

行

案

変

更

案

都市計画変更手続き

第
１
回
検
討
会

第
２
回
検
討
会

第
３
回
検
討
会

第
４
回
検
討
会

中
間
の
ま
と
め

パ
ブ
コ
メ

パ
ブ
コ
メ

一
定

三
定

一
定

基
本
方
針(

案
）

第
５
回
検
討
会

第
６
回
検
討
会

第
７
回
検
討
会

二
定

四
定

基
本
方
針

第
9
回
検
討
会

副
区
長
会
報
告

特
別
区
検
討
会

特
別
区
検
討
会

追加

特
別
区
検
討
会

特
別
区
検
討
会

副
区
長
会
報
告

副
区
長
会
報
告

第
８
回
検
討
会

支線

付加車線

橋詰等

29年度

まとめ

中間の

まとめ方針

中間の

まとめ

パブコメ

まとめ

基本方針

素案

基本方針

（案）

基本方針

特
別
区
検
討
会

一
定

二
定

四
定

都市計画変更手続き
（６/１） （８/１） （10/12）

（8/29）

特
別
区
検
討
会

（7/10） （11/10）

（12/20）

第６回 
◎ 

第７回 
◎ 

第８回 
◎ 

第９回 
◎ 

都市計画手続き 等 

・中間のまと
めについて 

・検証の考え
方について 

 

・個別箇
所の検討
について 

・基本方
針（案）に
ついて 

・基本方
針につ
いて 

               

 

基
本
方
針※

2                  

策
定 

 

基
本
方
針
（案
）※

２   
  

公
表 

 
 

パ
ブ
コ
メ
等 

 

 

中
間
の
ま
と
め※

１ 
 

 
 
   

公
表 

 
 

パ
ブ
コ
メ
等 

公開 

検証の考え方 

個別箇所の検討※３ 
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スケジュールについては現在調整中 


